
規制期間  平成２６年１０月２７日（月） ８：３０～ 

      平成２６年１２月１９日（金）１７：００まで 

      ※ただし、天候により延期の場合あり 

  

規制箇所  国道１７号 新潟県魚沼市小出島地内 

              （別紙参照） 

 

規制内容  終日片側交互通行 

 

工事内容  ①床版取り替え ②伸縮継手補修 ③塗装塗り替え 

国道１７号 魚沼市にて 

終日片側交互通行を行います 

 長岡国道事務所では、国道１７号の魚沼市小出島地内において、橋の補修工事を

実施します。 

 このため、下記のとおり国道１７号にて終日片側交互通行を行います。 

 工事期間中、ご通行の皆様には、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願

いいたします。 

  

ちょーこく 
記 者 発 表 

平成２６年１０月２３日 

本紙の投込みを持って解禁 

長岡市記者会 

長岡地域記者会 

魚沼記者会 

記者発表資料配布先 

お問い合せ先 ： 国土交通省 北陸地方整備局 長岡国道事務所 
            [電話] ０２５－７９２－０８３９    小出維持出張所長  加藤 秀樹  
            [ＦＡＸ]  ０２５－７９２－６０４０ 

うおぬまし こいでじま 

にいがたけん  うおぬまし  こいでじま 



（別紙） 片側交互通行 規制箇所 
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至 長岡 至 湯沢 

規制箇所 

至 長岡 

至 湯沢 

市道から望む 


